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１【提出理由】

当社は、2026年2月25日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年2月25日

 

(2) 決議事項の内容

議案　第三者割当による募集株式発行の件

　本議案は、第三者割当による募集株式発行による資金調達について、会社法第199条に基づき、下記１．に記載

の要領にて、同（7）記載の割当予定先に対して特に有利な払込金額での募集株式を発行する件（以下「本第三者割

当増資」といいます。）についてご承認をお願いするものであります。

 

１．本第三者割当増資の概要
 

（1） 募集株式の数 普通株式6,250,000株

（2） 払込金額 １株につき160円

（3） 払込金額の総額 1,000,000,000円

（4）
増加する資本金及び
資本準備金の額

増加する資本金の額　　 500,000,000円（１株につき80.0円）
増加する資本準備金の額 500,000,000円（１株につき80.0円）

（5） 募集方法 第三者割当の方法により、全株式を割当予定先に割り当てる

（6） 払込期日 2026年2月27日

（7） 割当予定先及び割当株式数
理研Jテクノロジーズ合同会社
6,250,000株

（8） その他

１．当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力
発生後、2026年２月25日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨
時株主総会」といいます）の特別決議による承認決議がなされるこ
とを条件に払込期日までに「総数引受契約書」（以下、「総数引受
契約」といいます）を締結する予定です。

２．前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条
件とします。

 

 
　　　議案に対する修正動議

　　　　以下内容に修正する。

　１．本第三者割当増資の概要

（1） 募集株式の数 普通株式1,250,000株

（2） 払込金額 １株につき160円

（3） 払込金額の総額 200,000,000円

（4）
増加する資本金及び
資本準備金の額

増加する資本金の額　　 100,000,000円（１株につき80.0円）
増加する資本準備金の額 100,000,000円（１株につき80.0円）

（5） 募集方法 第三者割当の方法により、全株式を割当予定先に割り当てる

（6） 払込期日 2026年2月27日

（7） 割当予定先及び割当株式数
理研Jテクノロジーズ合同会社
1,250,000株

（8） その他

１．当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力
発生後、2026年２月25日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨
時株主総会」といいます）の特別決議による承認決議がなされるこ
とを条件に払込期日までに「総数引受契約書」（以下、「総数引受
契約」といいます）を締結する予定です。

２．前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条
件とします。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

議案
第三者割当による募
集株式発行の件

－ － － (注)1 － －

議案の修正動議 40,701 13,319 0 (注)2 可決 75.34

 

(注) 1.修正動議を先行して可決し、原案は両立しないことから採決を行っておりません。

(注) 2.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決

権の３分の２以上の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。

以上

EDINET提出書類

株式会社アクアライン(E31694)

臨時報告書

3/3


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

